
 

議案第４８号  

 

市川市稲越町の区域における住居表示の実施に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について  

 

 市川市稲越町の区域における住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する

条例を次のように定める。  

  令和２年１１月２７日提出  

市川市長  村 越   祐 民     

 

 

 

市川市条例第  号  

市川市稲越町の区域における住居表示の実施に伴う関係条例の整

理に関する条例  

（市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第１条 市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１４年条例

第３７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１国分高校バス停駐輪場の項中「市川市稲越町３０８番」を「市川

市稲越１丁目３０８番」に改める。  

（市川市立小学校設置条例の一部改正）  

第２条 市川市立小学校設置条例（昭和３９年条例第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第２条の表市川市立稲越小学校の項中「市川市稲越町５１８番地の２」を

「市川市稲越３丁目２１番８号」に改める。  

（市川市立特別支援学校設置条例の一部改正）  

第３条 市川市立特別支援学校設置条例（昭和３９年条例第４５号）の一部を

次のように改正する。 



 

  第２条の表市川市立須和田の丘支援学校市川市立須和田の丘支援学校稲越

校舎の項中「市川市稲越町５１８番地の２」を「市川市稲越３丁目２１番８

号」に改める。  

（市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第４条 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例（平成１４年条

例第３４号）の一部を次のように改正する。  

  別表市川市稲越小学校放課後保育クラブの項中「市川市稲越町５１８番地

の２」を「市川市稲越３丁目２１番８号」に改める。  

（市川市消防本部及び消防署条例の一部改正）  

第５条 市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

  別表市川市大野町４丁目２,１６３番地の１の項中「稲越町」を「稲越」に

改める。  

   附 則  

 この条例は、令和３年２月１日から施行する。  

  



 

理  由  

 

  令和３年２月１日から稲越町の区域において住居表示が実施されることに

伴い、同区域内の自転車等駐車場、小学校、特別支援学校及び放課後保育ク

ラブの位置並びに消防署の管轄区域を改める必要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。  


